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一 般 会 計 補 正 予 算





議第83号

令和 4年度滋賀県一般会計補正予算（第 3号）

令和 4年度滋賀県の一般会計補正予算（第 3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11,095,362千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ 667,496,449千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2条 債務負担行為の追加および変更は、「第 2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3条 地方債の変更は、「第 3表 地方債補正」による。

上記の議案を提出する。

令和 4年 7月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造
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　　歳　　入

千円 千円 千円

7 分担金及び負担 1,614,217 579,823 2,194,040
金

2 負 担 金 1,103,488 579,823 1,683,311

9 国 庫 支 出 金 118,955,015 6,021,409 124,976,424

1 国 庫 負 担 金 44,090,744 1,912,071 46,002,815

2 国 庫 補 助 金 72,836,272 4,109,338 76,945,610

12 繰 入 金 24,208,679 159,791 24,368,470

3 基 金 繰 入 金 23,576,660 159,791 23,736,451

14 諸 収 入 47,096,166 39 47,096,205

7 雑 入 1,756,609 39 1,756,648

15 県 債 58,866,900 4,334,300 63,201,200

1 県 債 58,866,900 4,334,300 63,201,200

656,401,087 11,095,362 667,496,449

　　歳　　出

千円 千円 千円

2 総 合 企 画 費 16,968,492 10,074 16,978,566

3 総 合 企 画 費 7,512,506 10,074 7,522,580

4 文化スポーツ費 10,343,121 29,417 10,372,538

1 文化スポーツ費 10,343,121 29,417 10,372,538

5 琵琶湖環境費 17,060,574 17,200 17,077,774
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第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

補　　正　　額 計

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

2



千円 千円 千円

2 環 境 費 1,678,886 10,000 1,688,886

4 森 林 林 業 費 9,775,162 7,200 9,782,362

6 健康医療福祉費 163,110,178 222,971 163,333,149

1 社 会 福 祉 費 49,687,415 198,031 49,885,446

2 児 童 福 祉 費 24,562,692 20,692 24,583,384

6 生 活 衛 生 費 1,002,279 4,248 1,006,527

7 商工観光労働費 44,024,161 1,294,000 45,318,161

2 中 小 企 業 費 37,049,927 1,294,000 38,343,927

9 土 木 交 通 費 58,440,353 9,518,700 67,959,053

1 土木交通管理費 4,661,508 10,950 4,672,458

2 道路橋りょう費 30,167,926 5,636,220 35,804,146

3 河 川 費 12,411,543 30,183 12,441,726

4 港 湾 費 102,074 72,720 174,794

5 砂 防 費 4,093,813 232,436 4,326,249

6 都 市 計 画 費 1,515,447 3,520,928 5,036,375

7 公 園 費 2,333,345 △ 19,808 2,313,537

8 建 築 費 1,509,070 － 1,509,070

9 住 宅 費 1,645,627 35,071 1,680,698

10 警 察 費 29,991,441 3,000 29,994,441

1 警 察 管 理 費 27,441,680 3,000 27,444,680

656,401,087 11,095,362 667,496,449
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    1   追　　加

番号

336

337

338

339

340

341

342

343

344 補 助 道 路 整 備 事 業

大 房 東 横 関 線( )
令 和 5 年 度 ４０，０００千円

補 助 道 路 整 備 事 業
令 和 5 年 度 ５，０００千円

片 岡 栗 東 線( )

補 助 道 路 整 備 事 業

下 笠 大 路 井 線( )
令 和 5 年 度 １００，０００千円

補 助 道 路 整 備 事 業
令 和 5 年 度 １２０，０００千円

栗 見 八 日 市 線( )

補 助 道 路 整 備 事 業

小 浜 朽 木 高 島 線( )
令 和 5 年 度 ４０，０００千円

補 助 道 路 整 備 事 業
２６０，０００千円

令和 6年度まで愛 知 川 彦 根 線( )

補 助 道 路 整 備 事 業

令和 5年度から

大 津 草 津 線( )
令 和 5 年 度 １０，０００千円

補 助 道 路 整 備 事 業
令 和 5 年 度 ２０，０００千円

国 道 477 号( )

補 助 道 路 整 備 事 業

国 道 367 号( )
令 和 5 年 度 ８０，０００千円

期　    　 間事　　　　   　　　項
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限　　　　度　　　　額

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正
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番号

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355 補 助 雪 寒 対 策 事 業

東 野 虎 姫 線( )
令 和 5 年 度 ５０，０００千円

補 助 雪 寒 対 策 事 業
令 和 5 年 度 ５０，０００千円

国 道 306 号( )

補 助 道 路 修 繕 事 業

川 合 千 田 線( )
令 和 5 年 度 １５０，０００千円

補 助 道 路 修 繕 事 業
令 和 5 年 度 ３０，０００千円

三 川 月 ヶ 瀬 線( )

補 助 道 路 修 繕 事 業

横 溝 秦 荘 線( )
令 和 5 年 度 ５，０００千円

補 助 道 路 修 繕 事 業
令 和 5 年 度 ２０，０００千円

上 砥 山 上 鈎 線( )

補 助 道 路 修 繕 事 業

山 東 本 巣 線( )
令 和 5 年 度 ８０，０００千円

補 助 道 路 整 備 事 業
１５０，０００千円

令和 6年度まで麻 生 古 屋 梅 ノ 木 線( )

補 助 道 路 整 備 事 業

令和 5年度から

安 食 西 八 目 線( )
令 和 5 年 度 ５０，０００千円

補 助 道 路 整 備 事 業
令 和 5 年 度 ２００，０００千円

彦根港彦根停車場線( )

補 助 道 路 整 備 事 業

彦 根 米 原 線( )

　
議
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事　　　　   　　　項 期　    　 間 限　　　　度　　　　額

令 和 5 年 度 １００，０００千円
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番号

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365 ２０２，０００千円
令和 5年度まで

大津警察署空調設備整備事業

県 営 住 宅 建 設 事 業

令和 4年度から

ＰＦＩによる設計・建
設業務（新庄寺団地）

令 和 5 年 度 ４２，０７１千円

単 独 都 市 計 画 街 路 事 業
令 和 5 年 度 ２０，０００千円

片 岡 栗 東 線( )

補助砂防障害防止対策事業

天 川( )
令 和 5 年 度 ５０，０００千円

補 助 堰 堤 改 良 事 業
令 和 5 年 度 ５０，０００千円

余 呉 湖( )

補 助 堰 堤 改 良 事 業

姉 川 ダ ム( )
令 和 5 年 度 ５０，０００千円

受 託 道 路 事 業
令 和 5 年 度 １４０，０００千円

下 笠 大 路 井 線( )

単 独 道 路 改 築 事 業

道 路 網 検 討 業 務( )
令 和 5 年 度 ３５，０００千円

単 独 道 路 改 築 事 業
令 和 5 年 度 ２０，０００千円

国 道 303 号( )

補 助 雪 寒 対 策 事 業

小 荒 路 牧 野 沢 線( )

事　　　　   　　　項 期　    　 間
　
議
第
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号
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般
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計
補
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限　　　　度　　　　額

令 和 5 年 度 ３０，０００千円

6



    2   変　　更

45 令和 5年度から

令和 6年度まで

46 令和 5年度から

令和 6年度まで

49 令和 5年度から

令和 6年度まで

54

令 和 5 年 度

62

令 和 5 年 度

66

令 和 5 年 度

71 令和 5年度から

令和 6年度まで

74 令和 5年度から

令和 7年度まで

81

令 和 5 年 度

90

令 和 5 年 度

岩 室 北 土 山 線(

補助道路整備事業

40,000千円

補助道路整備事業

令 和 5 年 度 50,000千円

)

)杉 本 余 呉 線(

30,000千円令 和 5 年 度 50,000千円

神 郷 彦 根 線 令和 6年度まで(

補助道路整備事業

1,600,000千円

補助道路整備事業

令和 6年度まで

4,870,000千円

令和 5年度から

)

)幸 津 川 服 部 線(

100,000千円令 和 5 年 度 150,000千円

東 湯 舟 甲 賀 線(

補助道路整備事業

100,000千円

補助道路整備事業

令 和 5 年 度 150,000千円

)

)石 原 八 日 市 線(

30,000千円令 和 5 年 度 50,000千円

多 賀 醒 井 線(

補助道路整備事業

40,000千円

補助道路整備事業

令 和 5 年 度 130,000千円

)

)大津能登川長浜線 令和 6年度まで(

4,270,000千円

令和 6年度まで

5,070,000千円

令和 5年度から

国 道 307 号 令和 6年度まで(

補助道路整備事業

160,000千円

補助道路整備事業

令和 6年度まで

891,000千円

令和 5年度から

)

)国 道 303 号 令和 6年度まで(

490,000千円

番号 事　　　　　 　項
補　　　  正  　　　前　

限　　度　　額

令和 6年度まで

令和 5年度から

　
議
第
83
号
　
令
和
4
年
度
滋
賀
県
一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第
3
号
︶

期　　　　　間

補　　　  正  　　　後　

限　　度　　額期　　　　　間

520,000千円
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92

令 和 5 年 度

94 令和 5年度から

令和 6年度まで

95

令 和 5 年 度

96 令和 5年度から

令和 6年度まで

97

令 和 5 年 度

98

令 和 5 年 度

100 令和 5年度から

令和 6年度まで

102

令 和 5 年 度

103

令 和 5 年 度

105

令 和 5 年 度

107

令 和 5 年 度

彦根八日市甲西線(

補助道路修繕事業

135,000千円

補助道路修繕事業

令 和 5 年 度 385,000千円

)

)大河原北土山線(

70,000千円令 和 5 年 度 190,000千円

)大津能登川長浜線(

365,000千円

補助道路修繕事業

令 和 5 年 度 325,000千円

補助道路修繕事業

255,000千円

)国 道 477 号(

375,000千円

国 道 421 号 令和 6年度まで(

補助道路修繕事業

200,000千円

補助道路修繕事業

令和 6年度まで

275,000千円

令和 5年度から

)

)国 道 365 号(

令 和 5 年 度 365,000千円

)国 道 307 号(

110,000千円

補助道路修繕事業

令 和 5 年 度 200,000千円

補助道路修繕事業

460,000千円

)国 道 306 号 令和 6年度まで( 令和 6年度まで

600,000千円

令和 5年度から

国 道 303 号(

補助道路修繕事業

525,000千円

補助道路整備事業

令 和 5 年 度 545,000千円

)

)宇治田原大石東線(

150,000千円令 和 5 年 度 240,000千円

(

補助道路整備事業

180,000千円

)近江八幡大津線

255,000千円

令 和 5 年 度 200,000千円

275,000千円275,000千円

　
議
第
83
号
　
令
和
4
年
度
滋
賀
県
一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第
3
号
︶

180,000千円

200,000千円

460,000千円

150,000千円

525,000千円

令 和 5 年 度

補　　　  正  　　　後　

110,000千円

期　　　　　間 限　　度　　額

令 和 5 年 度 200,000千円

期　　　　　間 限　　度　　額
番号 事　　　　　 　項

補　　　  正  　　　前　

令和 5年度から

令和 6年度まで

令 和 5 年 度

令 和 5 年 度

令 和 5 年 度

令 和 5 年 度

令和 5年度から

令和 6年度まで

令 和 5 年 度

240,000千円

545,000千円

365,000千円

600,000千円

200,000千円

375,000千円

275,000千円
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110 令和 5年度から

令和 6年度まで

112

令 和 5 年 度

113

令 和 5 年 度

116

令 和 5 年 度

126

令 和 5 年 度

141

令 和 5 年 度

142

令 和 5 年 度

144

令 和 5 年 度

145

令 和 5 年 度

148

令 和 5 年 度

152

令 和 5 年 度

国 道 303 号(

補助雪寒対策事業

50,000千円

補助道路修繕事業

令 和 5 年 度 150,000千円

)

)西浅井マキノ線(

80,000千円令 和 5 年 度 120,000千円

白 谷 野 口 線(

補助道路修繕事業

50,000千円

補助道路修繕事業

令 和 5 年 度 100,000千円

)

)彦 根 環 状 線(

30,000千円

補助道路修繕事業

令 和 5 年 度 80,000千円

20,000千円令 和 5 年 度彦根港彦根停車場

線

20,000千円10,000千円

(

補助道路修繕事業

200,000千円令 和 5 年 度 540,000千円

)葛籠尾崎大浦線

)新 海 上 稲 葉 線(

10,000千円

補助道路修繕事業

令 和 5 年 度 20,000千円

補助道路修繕事業

25,000千円

)木 之 本 長 浜 線(

85,000千円

多 賀 永 源 寺 線(

補助道路修繕事業

85,000千円

補助道路修繕事業

令 和 5 年 度 120,000千円

)

)下 鴨 大 津 線(

10,000千円令 和 5 年 度 20,000千円

(

補助道路修繕事業

360,000千円

)彦根近江八幡線 令和 6年度まで

30,000千円

令和 6年度まで

610,000千円

令和 5年度から

200,000千円

　
議
第
83
号
　
令
和
4
年
度
滋
賀
県
一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第
3
号
︶

360,000千円

10,000千円

25,000千円

10,000千円

85,000千円

令 和 5 年 度

補　　　  正  　　　後　

10,000千円

期　　　　　間 限　　度　　額

令和 6年度まで

610,000千円

期　　　　　間

令和 5年度から

限　　度　　額
番号 事　　　　　 　項

補　　　  正  　　　前　

令 和 5 年 度

令 和 5 年 度

令 和 5 年 度

令 和 5 年 度

令 和 5 年 度

令 和 5 年 度

令 和 5 年 度令 和 5 年 度

20,000千円

120,000千円

540,000千円

85,000千円

20,000千円

80,000千円

20,000千円

9



155

令 和 5 年 度

173

令 和 5 年 度

単独道路改築事業

)伊 庭 円 山 線(

20,000千円令 和 5 年 度 50,000千円

(

補助雪寒対策事業

50,000千円

)高 島 大 津 線

令 和 5 年 度 80,000千円

　
議
第
83
号
　
令
和
4
年
度
滋
賀
県
一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第
3
号
︶

50,000千円

20,000千円令 和 5 年 度

補　　　  正  　　　後　

期　　　　　間 限　　度　　額

令 和 5 年 度 80,000千円

期　　　　　間 限　　度　　額
番号 事　　　　　 　項

補　　　  正  　　　前　

50,000千円
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６３,２０１,２００計 ５８,８６６,９００

４３０,２００ ４３２,９００警 察 施 設 整 備 事 業 費

５１９,１００ ５３３,７００公 営 住 宅 建 設 事 業 費

１,４６９,９００ １,３７３,５００都 市 公 園 事 業 費

３０,１００ ７６,６００港 湾 改 修 事 業 費

１７２,２００ １７７,５００直 轄 河 川 事 業 費

６８,８００ ８４,３００河 川 環 境 整 備 事 業 費

７９５,５００ ８９６,８００総 合 流 域 防 災 事 業 費

１７,９００ ５６,０００単 独 道 路 改 良 事 業 費

１４,８３０,７００ １９,０１３,３００地 方 道 路 等 整 備 事 業 費

１,３９６,６００ １,４２０,７００文 化 施 設 整 備 事 業 費

補 正 後 限 度 額起 債 の 目 的

第 3 表　　 地　　方　　債　　補　　正

　変　　更

 
議
第
83
号
　
令
和
4
年
度
滋
賀
県
一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第
3
号
︶

千円

補 正 前 限 度 額

千円
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企 業 会 計 補 正 予 算





議第84号

（ ）令和 4年度滋賀県琵琶湖流域下水道事業会計補正予算 第 1号

（総 則）

第 1条 令和 4年度滋賀県の琵琶湖流域下水道事業会計補正予算（第 1号）は、次に定めるとこ

ろによる。

（債務負担行為）

第 2条 債務負担行為の追加は、次のとおりとする。

事 項 期 間 限 度 額

流 域 下 水 道 建 設 事 業

湖南中部浄化センター 令 和 5 年 度 40,000千円
放 流 渠 吐 口 防 護 柵
改 築 更 新 工 事

流 域 下 水 道 建 設 事 業
令 和 5 年 度 か ら

宮井ポンプ場機械設備 167,000千円
令 和 6 年 度 ま で

改 築 更 新 工 事

流 域 下 水 道 建 設 事 業
令 和 5 年 度 か ら

宮井ポンプ場電気設備 462,000千円
令 和 6 年 度 ま で

改 築 更 新 工 事

流 域 下 水 道 建 設 事 業

高 島 浄 化 セ ン タ ー 令 和 5 年 度 9,000千円
コ ン ポ ス ト 化 施 設
電 気 設 備 工 事

上記の議案を提出する。

令和 4年 7月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

議
第

号

令
和

年
度
滋
賀
県
琵
琶
湖
流
域
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第

号
）

4

1

84
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条 例 案





議第85号

滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

令和 4年 7月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成18年滋賀県条例第71号）の一

部を次のように改正する。

別表 (2) の項カ中「オ」を「キ」に改め、同項中カをクとし、オをキとし、エの次に次のよう

に加える。

オ 法第59条第 7項の規定による無認可施設に関する情報の提

供の要求

カ 法第59条第 9項の規定による無認可施設に関する公表

別表 (4) の項中キをケとし、カをクとし、オをキとし、エの次に次のように加える。

オ 法第59条第 7項の規定による情報の提供の要求

カ 法第59条第 9項の規定による公表

付 則

この条例は、令和 4年 9月15日から施行する。

議
第

号

滋
賀
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

85

15



議第86号

滋賀県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

令和 4年 7月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

滋賀県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県職員の育児休業等に関する条例（平成 4年滋賀県条例第 4号）の一部を次のように改正

する。

第 2条第 4号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって、次のいずれ

かに該当するもの」に改め、同号ア (ア)中「いう。）（」の右に「当該子の出生の日から第 3条

の 2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から 6月を経過

する日、」を加え、「、 2歳」を「当該子が 2歳」に改め、同号イを次のように改める。

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が 1歳に達する日（以下「 1歳到達日」という。）（当該子について

当該非常勤職員が第 2条の 3 第 2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の 1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下

(ア)において同じ。）において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第 3号に

掲げる場合に該当して当該子の 1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休

業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当

該任期を更新され、または当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、

当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日または当該採用の日を

育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

第 2条第 4号ウを削る。

第 2条の 3第 3号アおよびイ以外の部分を次のように改める。

1歳から 1歳 6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれ

にも該当する場合（当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合

であって第 3条第 7号に掲げる事情に該当するときはイおよびウに掲げる場合に該当する場

合、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場

合） 当該子の 1歳 6か月到達日

第 2条の 3第 3号イを同号ウとし、同号ア中「（当該非常勤職員が」の右に「前号に掲げる場

議
第

号

滋
賀
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
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16



合に該当して」を、「当該配偶者が」の右に「同号に掲げる場合またはこれに相当する場合に該

当して」を加え、同号アを同号イとし、同号にアとして次のように加える。

ア 当該非常勤職員が当該子の 1歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当して

する育児休業または当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合もしくはこれに相当する

場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の 1歳到達日後であ

る場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地

方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当

該配偶者がこの号に掲げる場合またはこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をす

る場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児

休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

第 2条の 3第 3号に次のように加える。

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げ

る場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の 1歳到達日後である場

合にあっては、当該末日とされた日）後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育

児休業をしたことがない場合

第 2条の 4各号列記以外の部分を次のように改める。

育児休業法第 2条第 1項の条例で定める場合は、 1歳 6か月から 2歳に達するまでの子を養

育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの

条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第 7号に掲げる事情に該当するとき

は第 2号および第 3号に掲げる場合に該当する場合、人事委員会規則で定める特別の事情があ

る場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合）とする。

第 2条の 4中第 2号を第 3号とし、第 1 号を第 2号とし、同条に第 1号として次の 1号を加え

る。

(1) 当該非常勤職員が当該子の 1歳 6か月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶者がこの条の

規定に該当し、またはこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、

当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしようとする場合

第 2条の 4に次の 1号を加える。

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1歳 6か月到達日後の期間においてこの条の

規定に該当して育児休業をしたことがない場合

第 2条の 5を削る。

第 3条中第 5号を削り、第 6号を第 5号とし、第 7号を第 6号とし、同条第 8号中「その」を

「任期を定めて採用された職員であって、当該」に、「非常勤職員」を「もの」に、「育児休業

に係る子について、当該任期が」を「任期を」に、「に特定職に引き続き」を「引き続いて特定

職に」に改め、「伴い、当該」の右に「育児休業に係る子について、当該更新前の」を加え、
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「引き続き採用される日」を「採用の日」に改める。

第 3条の次に次の 1条を加える。

（育児休業法第 2条第 1項第 1号の条例で定める期間）

第 3条の 2 育児休業法第 2条第 1 項第 1 号の条例で定める期間は、57日間とする。

第11条第 6号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。

付 則

1 この条例は、令和 4年10月 1 日から施行する。

2 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する改正前の第 3条（第 5号

に係る部分に限る。）および第11条（第 6号に係る部分に限る。）の規定の適用については、

なお従前の例による。
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議第87号

滋賀県税条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

令和 4年 7月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

滋賀県税条例の一部を改正する条例

滋賀県税条例（昭和25年滋賀県条例第55号）の一部を次のように改正する。

第21条の 4中「特定配当等申告書」および「特定株式等譲渡所得金額申告書」を「確定申告書」

に改める。

第23条の 3の 2の見出しおよび同条第 1項中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改

め、同条第 2項中「あつて、」の右に「特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が 900

万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第27条の 2に規定

する退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であつて、合計所得

金額が95万円以下であるものに限る。）をいう。）または」を、「控除対象扶養親族」の右に

「であつて退職手当等に係る所得を有しない者」を加え、「扶養親族申告書」を「扶養親族等申

告書」に改める。

第39条の 2中第17項を第18項とし、第 8項から第16項までを 1項ずつ繰り下げ、同条第 7項中

「第 5項各号」を「第 6項各号」に、「第 5項の」を「第 6項の」に改め、同項を同条第 8項と

し、同条第 6項中「前 2項」を「第 4項および前項」に改め、同項を同条第 7項とし、同条第 5

項中「前項」を「第 4項」に改め、同項を同条第 6項とし、同条第 4項の次に次の 1項を加える。

5 前項前段または同項後段の申告がなかつた場合においても、当該住宅の取得が第 1項または

第 3項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第 1項また

は第 3項の規定を適用する。

第39条の 7第 1項に次のただし書を加える。

ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法（平成16年法律第 123 号）

第18条の規定により表示に関する登記または所有権の登記の申請をした場合（同法第25条の規

定により当該申請が却下された場合を除く。）は、この限りでない。

第39条の 7第 3項を同条第 4項とし、同条第 2項中「前項」を「前 2項」に、「よつて提出す

べき」を「より提出する」に改め、同項を同条第 3項とし、同条第 1項の次に次の 1項を加える。

2 前項ただし書の場合においても、知事は、不動産取得税の賦課徴収について必要があると認

めるときは、不動産を取得した者に、同項に規定する申告書を提出させることができる。
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第39条の12第11項中「第 4項」を「第 5項」に、「第 5項」を「第 6項」に改め、同項を同条

第13項とし、同条第10項中「第 7項第 2号」を「第 9項第 2号」に改め、同項を同条第12項とし、

同条第 9項中「第 7項第 1号」を「第 9項第 1号」に、「第39条の 2第 6項」を「第39条の 2第

7項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第 8項中「第 6項各号」を「第 8項各号」に、「第

5 項および第 6 項」を「第 6 項および第 8 項」に改め、同項第 1 号中「第39条の 2 第 6 項」を

「第39条の 2第 7項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第 7項中「前 2項」を「第 6項およ

び前項」に改め、同項第 1号中「第39条の 2第 6項」を「第39条の 2第 7項」に改め、同項を同

条第 9項とし、同条第 6項中「前項」を「第 6項」に改め、同項を同条第 8項とし、同条第 5項

を同条第 6項とし、同項の次に次の 1項を加える。

7 前項前段または同項後段の申告がなかつた場合においても、当該土地の取得が第 1項から第

3項までに規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第 1項か

ら第 3項までの規定を適用する。

第39条の12第 4 項中「前 3項」を「第 1項から第 3項まで」に改め、同項を同条第 5項とし、

同条第 3項の次に次の 1項を加える。

4 前 3項の規定による納税者の申請がない場合においても、当該土地の取得がこれらの規定に

規定する要件に該当すると認められるときは、これらの規定による不動産取得税の減額をする

ことができる。

第39条の13第 2 項中「、第39条の 7 の規定により当該土地の取得の事実を申告する際、当該土

地に係る不動産取得税について前条の規定の適用があるべき旨を併せて申告し、かつ」を削り、

「同条第 1項第 1号」を「前条第 1項第 1号」に改める。

第39条の15の 2 第 4 項中「、第39条の 7の規定により当該住宅の取得の事実を申告する際、当

該住宅に係る不動産取得税について第 1項の規定の適用があるべき旨を併せて申告し、かつ」を

削る。

第39条の16第 4 項中「、第39条の 7 の規定により当該不動産の取得の事実を申告する際、当該

不動産に係る不動産取得税について第 1項の規定の適用があるべき旨を併せて申告し、かつ」を

削る。

第39条の16の 2 第 4 項中「、第39条の 7の規定により当該不動産の取得の事実を申告する際、

当該不動産に係る不動産取得税について第 1項の規定の適用があるべき旨をあわせて申告し、か

つ」を削る。

第39条の16の 3 第 4 項中「、第39条の 7の規定により当該不動産の取得の事実を申告する際、

当該不動産に係る不動産取得税について第 1項の規定の適用があるべき旨を併せて申告し、かつ」

を削る。

第39条の16の 4 第 4 項中「、第39条の 7の規定により、当該土地の取得の事実を申告する際、

当該土地に係る不動産取得税について第 1項の規定の適用があるべき旨を併せて申告し、かつ」

を削り、同条第 7項中「第39条第 8項」を「第39条第10項」に改める。
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第39条の16の 5 第 4 項中「、第39条の 7の規定により当該不動産の取得の事実を申告する際、

当該不動産に係る不動産取得税について第 1項の規定の適用があるべき旨をあわせて申告し、か

つ」を削り、同条第 7項中「第39条第 8項」を「第39条第10項」に改める。

第59条第 2号中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化

及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に、「第 147 条第 1号イ」を「第 151 条第 1号

イ」に改める。

第73条の 3第 2項および第73条の14第 2 項中「提示しなければ」を「提示し、またはこれらの

写しを提出しなければ」に改める。

付則第 5条の 4の 2第 1項中「令和15年度」を「令和20年度」に、「令和 3年」を「令和 7年」

に改め、同項第 1号中「第17項」を「第19項」に改める。

付則第 8条第 7項中「第10条第 2号」を「第11条第 1項」に改め、同条第12項中「附則第 7条

第23項」を「附則第 7条第22項」に改め、同条第13項中「附則第 7条第24項」を「附則第 7条第

23項」に改め、同条第16項中「第12条の 2第 1項」を「第12条の 2の 2第 1項」に、「政令で定

める」を「施行令附則第 7条第24項に規定する」に改める。

付則第 9条第 3項中「「当該土地」とあるのは「当該施設」と、「前条」とあるのは「付則第

9条第 1項」と、」を削り、「同条第 1項第 1号、」を「前条第 1項第 1号、」に改め、同条第

7項中「この条」を「この項」に改め、「「当該土地」とあるのは「当該改修工事対象住宅」と、

「前条」とあるのは「付則第 9条第 5 項」と、」を削り、「同条第 1項第 1号、」を「前条第 1

項第 1号、」に、「同項」と、第39条の14」を「付則第 9条第 5項」と、第39条の14」に改め、

同条第10項中「この条」を「この項」に改め、「「当該土地」とあるのは「当該改修工事対象住

宅用地」と、「前条」とあるのは「付則第 9条第 8項」と、」を削り、「同条第 1項第 1号、」

を「前条第 1項第 1号、」に、「同項」と、第39条の14」を「付則第 9条第 8項」と、第39条の

14」に改める。

付則第 9条の 2第 3項中「、第39条の 2第 9項」を「、第39条の 2第10項」に、「同条第11項」

を「同条第12項」に、「同条第12項」を「同条第13項」に、「第39条の 2第 9項、第11項および

第12項」を「第39条の 2第10項、第12項および第13項」に改め、同項の表第39条の 2第 9項の項

中「第39条の 2第 9項」を「第39条の 2第10項」に改め、同表第39条の 2第11項および第12項第

1号、第39条の16第 1 項ならびに付則第 8条第 1項の項中「第39条の 2第11項および第12項第 1

号」を「第39条の 2第12項および第13項第 1号」に改める。

付則第 9条の 3中「第39条の 2第 9項、第11項もしくは第12項」を「第39条の 2第10項、第12

項もしくは第13項」に改める。

付則第11条の 2第 2 項を次のように改める。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第 8 条の 4 第 2 項に規定する特定上場株式等の配当等

（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）に係る配当所得に係る部分は、

県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について当該特定上場株式等の配当等に係る配

議
第

号

滋
賀
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

87

21



当所得につき同条第 1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

付則第13条の 2第 3 項中「、第37条の 8または第37条の 9」を「または第37条の 8」に改める。

付則第14条の 2の 5 第 2項中「以下この条」を「次項」に改める。

付則第14条の 2の 6 第 1項中「年の末日の属する年度の翌年度の県民税」を「年分の所得税」

に、「法第45条の 2第 1項の規定による申告書」を「所得税法第 2条第 1項第37号の確定申告書

（租税特別措置法第37条の12の 2 第 9 項（同法第37条の13の 2 第10項において準用する場合を含

む。）において準用する所得税法第 123 条第 1 項の規定による申告書を含む。第 4 項において

「確定申告書」という。）」に、「市町長においてやむを得ない事情があると認める場合には、

当該申告書をその提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を

含む」を「租税特別措置法第37条の12の 2 第 1 項の規定の適用がある場合に限る」に改め、同条

第 4項中「年の末日の属する年度の翌年度の県民税」を「年分の所得税」に、「上場株式等に係

る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した法第45条の 2第 1項または第 3項の規定による

申告書（法附則第35条の 2の 6第 8項において準用する法第45条の 2第 4項の規定による申告書

を含む。以下この項において同じ。）」を「確定申告書」に改め、「（市町長においてやむを得

ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において県民税の納税通知

書が送達される時までに提出した場合を含む。）」を削り、「年度分の県民税」を「年分の所得

税」に、「これらの申告書（その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに

提出されたものを含む。）」を「確定申告書」に改め、「とき」の右に「（租税特別措置法第37

条の12の 2 第 5 項の規定の適用があるときに限る。）」を加える。

付則第14条の 5第 4 項を次のように改める。

4 前項の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る法第45条の 3第 1項

に規定する確定申告書に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用

する。

付則第14条の 5第 6 項中「年の翌年の 4月 1日の属する年度分の」を「年分の所得税に係る」

に、「する条約適用配当等申告書」を「する確定申告書」に改め、「（条約適用配当等申告書に

これらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市町長が認める場合を含む。）」を

削る。

付則第21条第 1項の表付則第 5条の 4の 2第 1項第 1号の項中「第17項」を「第19項」に改め、

同条第 2項中「第 9項までの規定の」を「第 4項までもしくは第 6項から第10項までの規定の」

に改め、同項の表付則第 5条の 4の 2第 1項第 1号の項中「第 9項まで」を「第 4項までもしく

は第 6項から第10項まで」に改める。

付則第29条第 1項を削り、同条第 2項中「付則第 5条の 4の 2第 1項および第 3項ならびに」

を「付則第 5条の 4の 2第 3項および」に、「付則第 5条の 4の 2第 1項中「令和15年度」とあ

るのは「令和17年度」と、同項および同条第 3項ならびに付則第21条第 3項」を「これらの規定」

に、「令和 3年」とあるのは」を「令和 3年」とあるのは、」に改め、同項を同条とする。
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付則第30条中「同条第10項第 1号」を「同条第12項第 1号」に改める。

付 則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。

(1) 第23条の 3の 2 の改正規定ならびに付則第 5条の 4の 2第 1項、第13条の 2第 3項、第21

条および第29条の改正規定ならびに次項から付則第 7項までおよび付則第12項の規定 令和

5年 1月 1日

(2) 第39条の 7、第39条の13第 2 項、第39条の15の 2 第 4 項、第39条の16第 4 項、第39条の16

の 2 第 4 項、第39条の16の 3 第 4 項、第39条の16の 4 第 4 項、第39条の16の 5 第 4 項および

第59条第 2号の改正規定ならびに付則第 9条第 3項、第 7項および第10項の改正規定ならび

に付則第11項の規定 令和 5年 4 月 1日

(3) 第21条の 4の改正規定ならびに付則第11条の 2 第 2項、第14条の 2の 6第 1項および第 4

項ならびに第14条の 5第 4項および第 6 項の改正規定ならびに付則第 8項および第 9項の規

定 令和 6年 1月 1日

(4) 付則第 8条第 7 項の改正規定 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優

良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律（令和 3年法律第48号）附則第 1

条第 4号に掲げる規定の施行の日

(5) 付則第 8条第16項の改正規定（「第12条の 2第 1項」を「第12条の 2の 2第 1項」に改め

る部分に限る。） 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等

の一部を改正する法律（令和 4年法律第47号）附則第 4条の規定の施行の日

（県民税に関する経過措置）

2 改正後の滋賀県税条例（以下「新条例」という。）第23条の 3の 2第 1項の規定は、前項第

1号に掲げる規定の施行の日（以下この項および次項において「 1号施行日」という。）以後

に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律（令和 4年法律第 1号）第 1条の規定に

よる改正後の地方税法（昭和25年法律第 226 号）第45条の 3の 2第 1項に規定する給与につい

て提出する新条例第23条の 3 の 2第 1項に規定する申告書について適用し、 1号施行日前に支

払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律第 1条の規定による改正前の地方税法第45条

の 3の 2第 1項に規定する給与について提出した改正前の滋賀県税条例（次項および第 6項に

おいて「旧条例」という。）第23条の 3の 2第 1項に規定する申告書については、なお従前の

例による。

3 新条例第23条の 3 の 2第 2項の規定は、 1号施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭和

40年法律第33号）第 203 条の 6第 1項に規定する公的年金等（同法第 203 条の 7の規定の適用

を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）について提出する新条例

第23条の 3の 2第 2項に規定する申告書について適用し、 1号施行日前に支払を受けるべき公
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的年金等について提出した旧条例第23条の 3 の 2第 2項に規定する申告書については、なお従

前の例による。

4 新条例付則第 5条の 4の 2の規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和 4年 1月 1日以後

に所得税法等の一部を改正する法律（令和 4 年法律第 4 号。以下この項および次項において

「所得税法等改正法」という。）第11条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和32年法律

第26号。第 7項において「新租税特別措置法」という。）第41条第 1項に規定する居住用家屋

もしくは既存住宅または増改築等をした家屋（当該増改築等に係る部分に限る。第 7項におい

て同じ。）を同条第 1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、

県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第11条の規定による改正前の租税特

別措置法（第 6項および第 7項において「旧租税特別措置法」という。）第41条第 1項に規定

する居住用家屋もしくは既存住宅または増改築等をした家屋（当該増改築等に係る部分に限る。

第 6項および第 7項において同じ。）を同条第 1項の定めるところによりその者の居住の用に

供した場合については、なお従前の例による。

5 新条例付則第21条第 2項および第 3項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和 4年 1

月 1日以後に所得税法等改正法第18条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国

税関係法律の臨時特例に関する法律（平成23年法律第29号。第 7項において「新震災特例法」

という。）第13条の 2第 1項に規定する居住用家屋もしくは既存住宅もしくは増改築等をした

家屋（当該増改築等に係る部分に限る。第 7項において同じ。）または認定住宅等を同条第 1

項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、県民税の所得割の納

税義務者が同日前に所得税法等改正法第18条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に

係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（次項および第 7項において「旧震災特例法」とい

う。）第13条の 2第 1項に規定する居住用家屋もしくは既存住宅もしくは増改築等をした家屋

（当該増改築等に係る部分に限る。次項および第 7項において同じ。）または認定住宅を同条

第 1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

6 県民税の所得割の納税義務者が令和 4年 1月 1 日前に旧租税特別措置法第41条第 1項に規定

する居住用家屋もしくは既存住宅もしくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりそ

の者の居住の用に供した場合または同日前に旧震災特例法第13条の 2第 1項に規定する居住用

家屋もしくは既存住宅もしくは増改築等をした家屋もしくは認定住宅を同項の定めるところに

よりその者の居住の用に供した場合における旧条例付則第29条第 1項の規定により読み替えて

適用される旧条例付則第 5条の 4の 2第 1項の規定による控除については、なお従前の例によ

る。

7 新条例付則第29条第 1項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和 4年 1月 1日以後に

新租税特別措置法第41条第 1 項に規定する居住用家屋もしくは既存住宅もしくは増改築等をし

た家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合または同日以後に新震災特

例法第13条の 2第 1 項に規定する居住用家屋もしくは既存住宅もしくは増改築等をした家屋も
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しくは認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、

県民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第41条第 1項に規定する居住用家屋

もしくは既存住宅もしくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用

に供した場合または同日前に旧震災特例法第13条の 2第 1項に規定する居住用家屋もしくは既

存住宅もしくは増改築等をした家屋もしくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居

住の用に供した場合については、なお従前の例による。

8 付則第 1項第 3号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例（次項において「 6年新条例」

という。）の規定中個人の県民税に関する部分は、令和 6年度以後の年度分の個人の県民税に

ついて適用し、令和 5年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

9 6 年新条例付則第14条の 2の 6 第 4項の規定の適用については、令和 6年度から令和 8年度

までの各年度分の個人の県民税に限り、同項中「について確定申告書」とあるのは「に係る確

定申告書（当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年が令和 2年から令和 4年までの各

年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の県民税に係る滋賀県税条例の一部

を改正する条例（令和 4年滋賀県条例第 号）による改正前の滋賀県税条例付則第14条の 2の

6第 4項に規定する申告書（その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時まで

に提出されたものを含む。以下この項において「旧申告書」という。））」と、「について連

続して確定申告書を」とあるのは「に係る確定申告書（当該年が令和 3年または令和 4年であ

る場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の県民税に係る旧申告書）を連続して」と

する。

（不動産取得税に関する経過措置）

10 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税につい

て適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例に

よる。

11 付則第 1項第 2号に掲げる規定による改正後の滋賀県税条例第39条の 7、第39条の13および

第39条の15の 2 から第39条の16の 5 までの規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産

の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する

不動産取得税については、なお従前の例による。

（滋賀県税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

12 滋賀県税条例等の一部を改正する条例（令和 3年滋賀県条例第29号）の一部を次のように改

正する。

第 1条のうち滋賀県税条例第23条の 3の 2第 2 項の改正規定中「第23条の 3の 2第 2項中」

の右に「「扶養親族（」の右に「年齢16歳未満の者または」を加え、」を加え、「控除対象扶

養親族」を「有しない者」に、「年齢16歳未満の」を「有する」に改める。
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議第88号

滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

令和 4年 7月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例（昭和41年滋賀県条例第14号）の一部を次

のように改正する。

第 2条第 5号中「第12条第 3項の表の第 1号」を「第12条第 4項の表の第 1号」に、「第45条

第 2項の表の第 1号」を「第45条第 3項の表の第 1 号」に改め、同号ア中「第28条の 9第10項」

を「第28条の 9第10項第 1号」に改め、同条第 6号中「減価償却資産」の右に「（所得税法施行

令（昭和40年政令第96号）第 6 条第 1 号から第 7号までまたは法人税法施行令（昭和40年政令第

97号）第13条第 1号から第 7号までに掲げるものに限る。次号において同じ。）」を加え、「第

12条第 3項の表の第 3 号」を「第12条第 4項の表の第 3号」に、「第45条第 2項の表の第 3号」

を「第45条第 3項の表の第 3号」に改め、同条第 7号中「第42条の 4第 8項第 7号」を「第42条

の 4第19項第 7号」に、「同法第68条の 9第 8項第 6号」を「法人税法（昭和40年法律第34号）

第66条第 6項」に、「中小連結法人」を「中小通算法人」に改める。

第 5条第 1項中「令和 4年 3月31日」を「令和 6年 3月31日」に、「 2年」を「 3年」に改め、

同条第 2項中「令和 4年 3月31日」を「令和 6年 3月31日」に、「 2年を」を「 3年を」に改め

る。

付 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例（以下この項および次項におい

て「新条例」という。）第 5条の規定は、令和 4年 4月 1日以後に新設され、または増設され

た新条例第 2条第 7 号に規定する第 3種特別償却設備に係る県税について適用し、同日前に新

設され、または増設された改正前の滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例（次項

において「旧条例」という。）第 2条第 7号に規定する第 3種特別償却設備に係る県税につい

ては、なお従前の例による。

3 旧条例第 2条第 7号に規定する中小連結法人については、新条例第 2条第 7号に規定する中

小通算法人とみなして、新条例第 5条の規定を適用する。
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議第89号

滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

令和 4年 7月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例

滋賀県使用料および手数料条例（昭和24年滋賀県条例第18号）の一部を次のように改正する。

第 2条第 1項中第39号の 4 を第39号の 5とし、第39号の 3を第39号の 4とし、第39号の 2の次

に次の 1号を加える。

(39)の 3 長期優良住宅維持保全計画（当該計画の変更を含む。）の認定証明手数料

1件につき 530円

第 2条第 2項第18号中「第 2項ならびに第16条の 2第 1 項および第 2項」を「第16条第 1項」

に、「第 5条第 3項」を「第 5条第 2項」に、「第 5条第 6項」を「第 5条第 5項」に、

「法第 6条第 1項および第 4 項の規定に基づく教育職員検定の手数料

1件につき 1,700円

法第 9条の 2第 1項の規定に基づく普通免許状または特別免許状の有効期間の更新の手

数料
を

1件につき 3,300円

法第 9条の 2第 5項の規定に基づく普通免許状または特別免許状の有効期間の延長の手

数料

1件につき 2,000円 」

「法第 6条第 1項の規定に基づく教育職員検定の手数料
に、

1件につき 1,700円 」

「法第15条の規定に基づく免許状の再交付の手数料

1件につき 1,300円

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律（平成19年法律第98号。以

下この号において「改正法」という。）附則第 2条第 2項の規定に基づく更新講習修了

確認の手数料
を

1件につき 3,300円

改正法附則第 2条第 4項の規定に基づく修了確認期限の延期の手数料

1件につき 2,000円
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改正法附則第 2条第 7項の規定に基づく確認の手数料

1件につき 3,300円 」

「法第15条の規定に基づく免許状の再交付の手数料
に

1件につき 1,300円 」

改める。

別表第67中「増築または改築」を「新築以外」に改め、同表 (1) の項中「長期優良住宅建築等

計画」の右に「または同条第 6項および第 7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画」を加

え、同項ア中「法第 6条第 2項の規定による申出がない」を「イに掲げる場合以外の」に改め、

同項ア (ア)および (イ)中「建築しようとする」を「認定の申請に係る」に改め、同表 (2) の項中

「長期優良住宅建築等計画」の右に「または長期優良住宅維持保全計画」を加え、「第 5条第 6

項第 4号イ」を「第 5条第 8 項第 4 号イ」に、「または第 5号イもしくはロに掲げる事項のみを

変更する場合にあつては、25,000円」を「、第 5号イもしくはロまたは第 6号イもしくはロに掲

げる事項のみを変更する場合にあつては、25,000円」に改め、同表注 3を同表注 4とし、同表注

2中「長期優良住宅建築等計画」の右に「または当該長期優良住宅維持保全計画」を加え、同表

中注 2を注 3とし、注 1を注 2とし、同表に注 1として次のように加える。

1 この表において「新築以外」とは、増築もしくは改築または法第 2条第 3項に規定する

維持保全（住宅の建築（法第2条第2項に規定する建築をいう。）を伴わないものに限る。）

をいう。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 2条第 1項および別表第67の改正規定は、令

和 4年10月 1 日から施行する。
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議第90号

滋賀県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

令和 4年 7月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

滋賀県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例

滋賀県民生委員の定数を定める条例（平成27年滋賀県条例第 7号）の一部を次のように改正す

る。

表彦根市の項中「 123 人」を「 135 人」に、「 262 人」を「 287 人」に改め、同表長浜市の項

中「 122 人」を「 129 人」に、「 260 人」を「 273 人」に改め、同表近江八幡市の項中「 112 人」

を「 123 人」に、「 262 人」を「 287 人」に改め、同表草津市の項中「 146 人」を「 167人」に、

「 309 人」を「 354 人」に改め、同表守山市の項中「 103 人」を「 119 人」に、「 241 人」を

「 278 人」に改め、同表栗東市の項中「89人」を「 102 人」に、「 209 人」を「 239 人」に改め、

同表甲賀市の項中「 118 人」を「 130 人」に、「 276 人」を「 304 人」に改め、同表野洲市の項

中「66人」を「73人」に、「 155 人」を「 171 人」に改め、同表湖南市の項中「78人」を「86人」

に、「 183 人」を「 202 人」に改め、同表高島市の項中「71人」を「73人」に、「 165 人」を

「 170 人」に改め、同表東近江市の項中「 115 人」を「 125 人」に、「 244 人」を「 266 人」に

改め、同表米原市の項中「49人」を「52人」に、「 115 人」を「 122 人」に改め、同表日野町の

項中「39人」を「42人」に、「 111人」を「 120人」に改め、同表竜王町の項中「20人」を「22人」

に、「59人」を「63人」に改め、同表愛荘町の項中「36人」を「41人」に、「 103 人」を「 118

人」に改め、同表豊郷町の項中「13人」を「15人」に、「39人」を「43人」に改め、同表甲良町

の項中「12人」を「13人」に、「36人」を「37人」に改め、同表多賀町の項中「13人」を「14人」

に、「38人」を「41人」に改める。

付則第 2項中「 260 人」を「 273 人」に、「 244 人」を「 266 人」に、「 115 人」を「 122 人」

に、「 127 人」を「 129 人」に改める。

付 則

この条例は、令和 4年12月 1 日から施行する。
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議第91号

滋賀県建築基準条例等の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

令和 4年 7月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

滋賀県建築基準条例等の一部を改正する条例

（滋賀県建築基準条例の一部改正）

第 1条 滋賀県建築基準条例（昭和47年滋賀県条例第26号）の一部を次のように改正する。

第36条の 2第 2項中「第85条第 5項もしくは第 6項」を「第85条第 6項もしくは第 7項」に、

「第87条の 3第 5項」を「第87条の 3第 6項」に、「同条第 6項」を「同条第 7項」に改める。

（滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正）

第 2条 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成18年滋賀県条例第71号）

の一部を次のように改正する。

別表(15)の項エ (ア) 中「第85条第 5項および第 6項」を「第85条第 6項および第 7項」に改

め、同項エ (カ)中「第87条の 3第 5 項および第 6項」を「第87条の 3第 6項および第 7項」に

改める。

（滋賀県使用料および手数料条例の一部改正）

第 3条 滋賀県使用料および手数料条例（昭和24年滋賀県条例第18号）の一部を次のように改正

する。

別表第43(31)の項中「第85条第 5項」を「第85条第 6項」に改め、同表(31)の 2 の項中「第

85条第 6項」を「第85条第 7項」に改め、同表(40)の 5 の項中「第87条の 3 第 5項」を「第87

条の 3第 6項」に改め、同表(40)の 6 の項中「第87条の 3第 6項」を「第87条の 3第 7項」に

改め、同表注 3中「第 2条第 2号」を「第 2条第 1項第 2号」に改める。

（滋賀県流域治水の推進に関する条例の一部改正）

第 4条 滋賀県流域治水の推進に関する条例（平成26年滋賀県条例第55号）の一部を次のように

改正する。

第14条第 1項第 3 号中「第85条第 5項」を「第85条第 6項」に改める。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議第92号

滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

令和 4年 7月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例（昭和34年滋賀県条例第31号）の一部を次のよう

に改正する。

第 2条第 5号中「第 1条第 3号」を「第 1条第 4号」に改める。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議第93号

滋賀県都市公園条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

令和 4年 7月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

滋賀県都市公園条例の一部を改正する条例

滋賀県都市公園条例（昭和53年滋賀県条例第13号）の一部を次のように改正する。

第 9条の 3第 3項中「知事は、」の右に「彦根総合スポーツ公園以外の都市公園に係る」を加

え、「、あらかじめ」を「あらかじめ」に、「意見」を「、彦根総合スポーツ公園に係る指定管

理者の指定に当たつてはあらかじめ滋賀県文化スポーツ部指定管理者選定委員会の意見」に改め

る。

別表第 1に次のように加える。

彦根総合 陸上競技場
1月 4日から12月28日まで。た

スポーツ 野球場
だし、月曜日（休日に当たる場 午前 8時30分から午後 9時

公園 トレーニン
合にあつては、その翌日以後の 30分まで

グ室
最初の休日でない日）を除く。

会議室等

1月 4日から12月28日まで。た

だし、月曜日（休日に当たる場 午前 8時30分から午後 5時
補助競技場

合にあつては、その翌日以後の まで

最初の休日でない日）を除く。

別表第 2第 1項注 2中「入場料もしくはこれに類するもの」を「入場料等（入場料またはこれ

に類するものをいう。以下同じ。）」に、「入場料またはこれに類するもの」を「入場料等」に

改め、同項注 4中「入場料またはこれに類するもの」を「入場料等」に改め、同表第 2項注 3中

「いう」の右に「。以下同じ」を加え、同項注 4中「入場料またはこれに類するもの」を「入場

料等」に改め、同表に次の 1項を加える。

3 彦根総合スポーツ公園

(1) 陸上競技場および補助競技場（以下「陸上競技場等」という。）

ア 貸切り使用

(ア) 陸上競技場

金 額
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午 前 午 後 夜 間

区 分
午前 8時30分 午後 1時から 午後 5時30分

から午後零時 午後 5時まで から午後 9時

30分まで 30分まで

円 円 円
入場料等 幼稚園、小学校、中

を徴収し 学校、義務教育学校、

ない場合 高等学校、中等教育

学校等またはこれら
1時間につき 1時間につき 1時間につき

に関係のある団体
1,410 2,080 2,820

（以下「幼稚園等」

という。）が幼児、

児童または生徒を対

象に使用する場合

アマチュアスポーツ
同 2,800 同 4,160 同 5,600

に使用する場合

その他の催物に使用
同 7,260 同 10,300 同 14,500

する場合

入場料等 幼稚園等が幼児、児

を徴収す 童または生徒を対象 同 2,800 同 4,160 同 5,600

る場合 に使用する場合

アマチュアスポーツ
同 5,710 同 8,310 同 11,400

に使用する場合

その他 入場料等

の催物 が 1,000
同 14,100 同 20,800 同 28,200

に使用 円以下の

する場 場合

合

入場料等

が 1,000
同 28,000 同 41,600 同 56,000

円を超え

る場合

(イ) 補助競技場

金 額

午 前 午 後
区 分

午前 8時30分から午 午後 1時から午後 5

後零時30分まで 時まで

円 円
入場料等 幼稚園等が幼児、児童ま

1時間につき 1時間につき
を徴収し たは生徒を対象に使用す

900 1,330
ない場合 る場合
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アマチュアスポーツに使
同 1,800 同 2,650

用する場合

その他の催物に使用する
同 4,670 同 6,640

場合

入場料等 幼稚園等が幼児、児童ま

を徴収す たは生徒を対象に使用す 同 1,800 同 2,650

る場合 る場合

アマチュアスポーツに使
同 3,670 同 5,300

用する場合

その他 入場料等が

の催物 1,000 円以下 同 9,040 同 13,300

に使用 の場合

する場

合 入場料等が

1,000 円を超 同 18,000 同 26,500

える場合

イ 個人使用

区 分 金 額

円
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校も

しくは中等教育学校（前期課程に限る。）
1人 1回につき 260

の幼児、児童もしくは生徒またはこれらに

準ずる者（以下「幼児等」という。）

生 徒 等 同 320

そ の 他 の 者 同 460

(2) 野球場（貸切り使用）

金 額

午 前 午 後 夜 間

区 分 備 考
午前 8時 午後 1時 午後 5時
30分から から午後 30分から
午後零時 5時まで 午後 9時
30分まで 30分まで

円 円 円
入場料 幼稚園等が幼児、児 1時間 1時間 1時間 屋内練習場
等を徴 童または生徒を対象 につき につき につき のみを使用
収しな に使用する場合 1,290 1,850 2,580 する場合は、
い場合 1面 1時間

アマチュアスポーツ 同 同 同 につき 340

に使用する場合 2,580 3,630 5,300 円とする。
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その他の催物に使用 同 同 同

する場合 10,600 14,900 21,200

入場料 幼稚園等が幼児、児
同 同 同

等を徴 童または生徒を対象
2,580 3,630 5,300

収する に使用する場合

場合

アマチュアスポーツ 同 同 同

に使用する場合 4,950 7,250 10,600

その他 入場料等

の催物 が 1,000 同 同 同

に使用 円以下の 21,200 29,800 43,000

する場 場合

合

入場料等

が 1,000 同 同 同

円を超え 43,000 59,300 86,000

る場合

(3) トレーニング室

金 額

区 分
1 人 1 回につき（ 2 時間以 回数券11回券（ 1回 2時間以

内） 内）

円 円

幼 児 等 260 2,600

生 徒 等 410 4,100

そ の 他 の 者 580 5,800

(4) 会議室等

ア 陸上競技場会議室

金 額

午 前 午 後 夜 間
区 分

午前 8時30分から 午後 1時から午後 午後 5時30分から

午後零時30分まで 5時まで 午後 9時30分まで

円 円 円
1時間につき 1時間につき 1時間につき

会 議 室 1
1,390 2,020 2,780

会 議 室 2 同 770 同 1,120 同 1,540

会 議 室 3 同 770 同 1,120 同 1,540
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会 議 室 4 同 770 同 1,120 同 1,540

会 議 室 5 同 770 同 1,120 同 1,540

会 議 室 6 同 770 同 1,120 同 1,540

会 議 室 7 同 770 同 1,120 同 1,540

会 議 室 8 同 770 同 1,120 同 1,540

5 階 会 議 室 1 同 430 同 630 同 860

5 階 会 議 室 2 同 230 同 330 同 460

5 階 会 議 室 3 同 230 同 330 同 460

イ 野球場会議室等

金 額

午 前 午 後 夜 間
区 分

午前 8時30分から 午後 1時から午後 午後 5時30分から

午後零時30分まで 5時まで 午後 9時30分まで

円 円 円
1時間につき 1時間につき 1時間につき

会 議 室
730 1,060 1,420

ミーティング室 1 同 730 同 1,060 同 1,420

ミーティング室 2 同 730 同 1,060 同 1,420

本 部 席 同 360 同 360 同 360

役 員 席 同 360 同 360 同 360

審 判 席 同 360 同 360 同 360

注 1 県外居住者については、この表に定める額の 5割に相当する額を加算した額とする。

2 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を

対象として学校行事またはクラブ活動に使用する場合は、この表に定める額の 5割に相当

する額とする。

3 県内に居住する65歳以上の者および障害者が陸上競技場等を個人使用する場合およびト

レーニング室を使用する場合は、この表に定める額の 5割に相当する額とする。

4 使用者が入場料等を徴収しない場合であつても、宣伝その他これに類する目的をもつて

催物を行うときは、 1,000 円を超える入場料等を徴収する場合とみなす。

5 土曜日、日曜日または休日におけるその他の催物に使用する場合の陸上競技場等の貸切
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り使用については、この表に定める額の 5割に相当する額を加算した額とする。

6 陸上競技場等を複数の団体が貸切り使用する場合における 1団体の額は、この表に定め

る額の 5割に相当する額（ 100 円未満の端数が生じたときは、これを 100 円とする。）と

する。

7 陸上競技場（貸切り使用に限る。）、野球場（貸切り使用に限る。）または会議室等の

使用時間がこの表に定める使用時間を超える場合（この表に定める使用時間の区分にわた

つて引き続き使用する場合を除く。）は、午前 8時30分以前の場合は午前、午後零時30分

から午後 1時までの場合は午後、午後 5時から午後 5時30分までおよび午後 9時30分以降

の場合は夜間とし、その区分に従いこの表を適用する。この場合において、超過時間に 1

時間未満の端数があるときは、これを 1時間とする。

8 補助競技場（貸切り使用に限る。）の使用時間がこの表に定める使用時間を超える場合

（この表に定める使用時間の区分にわたつて引き続き使用する場合を除く。）は、午前 8

時30分以前の場合は午前、午後零時30分から午後 1時までおよび午後 5時以降の場合は午

後とし、その区分に従いこの表を適用する。この場合において、超過時間に 1時間未満の

端数があるときは、これを 1時間とする。

9 競技等を行うため陸上競技場または野球場を貸切り使用する場合において付随して会議

室等（ミーティング室、本部席、役員席および審判席を除く。）を使用するときは、この

表に定める額の 5割に相当する額とする。

10 付帯設備については、知事が別に定める額とする。

11 彦根総合スポーツ公園の業務として実施する行事に係る入場料等については、知事が別

に定める額とする。

付 則

1 この条例は、公布の日から起算して 9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行

する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県都市公園条例（以下「新条例」という。）第 9条の 2第 1項に規定する指定

管理者の指定ならびに新条例第 9条の 6および第 9条の 7第 3項の知事の承認ならびにこれら

に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第 9条の 3、第 9条

の 4、第 9条の 6および第 9条の 7第 3項の規定の例により行うことができる。

3 滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例（昭和44年滋賀県条例第43号）は、

廃止する。
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議第94号

滋賀県ＣＯ 2 ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

令和 4年 7月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

滋賀県ＣＯ 2 ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県ＣＯ 2 ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例（令和 4年滋賀県条例第 7号）の一

部を次のように改正する。

第15条第 1号中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化

及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に改める。

第18条中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第 144 条第 1項」を「エネルギーの使用

の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第 148 条第 1項」に、「第 145 条第 1項」

を「第 149 条第 1項」に改める。

付 則

この条例は、令和 5年 4月 1日から施行する。
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議第95号

滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

令和 4年 7月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県病院事業の設置等に関する条例（昭和51年滋賀県条例第18号）の一部を次のように改正

する。

別表第 3使用料の表中「 5,500 」を「11,000」に、「 3,300 」を「 5,500 」に、「 2,750 」を

「 3,300 」に、「 1,650 」を「 2,090 」に改め、別表第 3注 2中「（病床数が 500 未満であるも

のに限る。）」を削る。

付 則

この条例は、令和 4年10月 1 日から施行する。
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議第96号

滋賀県立美術館条例等の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

令和 4年 7月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

滋賀県立美術館条例等の一部を改正する条例

（滋賀県立美術館条例の一部改正）

第 1条 滋賀県立美術館条例（昭和59年滋賀県条例第20号）の一部を次のように改正する。

第 1条中「博物館法（昭和26年法律第 285 号）第18条の規定に基づき」を「県民の文化の発

展および美術の振興を図るため」に改める。

第10条中「第20条第 1項」を「（昭和26年法律第 285 号）第23条第 1項」に改める。

（滋賀県旅館業法施行条例の一部改正）

第 2条 滋賀県旅館業法施行条例（平成16年滋賀県条例第 3号）の一部を次のように改正する。

第 2 条第 1 項第 4 号および別表第 2 第 5 項第 1 号キ中「第29条」を「第31条第 2 項」に、

「博物館に相当する施設」を「指定施設」に改める。

（滋賀県立琵琶湖博物館の設置および管理に関する条例の一部改正）

第 3条 滋賀県立琵琶湖博物館の設置および管理に関する条例（平成 8年滋賀県条例第26号）の

一部を次のように改正する。

第 1条中「、博物館法（昭和26年法律第 285 号）第18条の規定に基づき」を削る。

第 6条中「第20条第 1項」を「（昭和26年法律第 285 号）第23条第 1項」に改める。

（滋賀県暴力団排除条例の一部改正）

第 4条 滋賀県暴力団排除条例（平成23年滋賀県条例第13号）の一部を次のように改正する。

第12条第 1項第 5 号中「第29条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設」

を「第31条第 2項に規定する指定施設」に改める。

（滋賀県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正）

第 5条 滋賀県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例（昭和59年滋賀県条

例第52号）の一部を次のように改正する。

第 9条第 3号および別表第 1中「第29条」を「第31条第 2項」に、「博物館に相当する施設」

を「指定施設」に改める。

付 則

この条例は、令和 5年 4月 1日から施行する。
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そ の 他 の 議 案





議第97号

契約の締結につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

令和 4年 7 月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

契約の締結につき議決を求めることについて

次のように請負契約を締結することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第 1 項

第 5 号および滋賀県議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和

39年滋賀県条例第11号）第 2 条の規定に基づき、議決を求める。

1 契 約 の 目 的 大津能登川長浜線補助道路整備工事

2 契 約 金 額 1,153,963,800 円

3 契約の相手方 大阪市西区立売堀四丁目 2番21号

株式会社駒井ハルテック

代表取締役 中 村 貴 任
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議第98号

契約の締結につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

令和 4年 7 月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

契約の締結につき議決を求めることについて

次のように請負契約を締結することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第 1 項

第 5 号および滋賀県議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和

39年滋賀県条例第11号）第 2 条の規定に基づき、議決を求める。

1 契 約 の 目 的 大津能登川長浜線補助道路整備工事

2 契 約 金 額 913,184,800 円

3 契約の相手方 大阪市西区新町二丁目 4番 2 号

川田工業株式会社大阪支社

執行役員大阪支社長 岩 崎 謙 介
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議第99号

契約の変更につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

令和 4年 7 月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

契約の変更につき議決を求めることについて

令和元年10月11日議決を得た新県立体育館整備事業契約を次のとおり変更することにつき、民

間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第 117 号）第12条

の規定に基づき、議決を求める。

変更前の契約額 ９，８０１，３４０，６１３円

変 更 増 額 １６０，９８６，１１２円

変更後の契約額 ９，９６２，３２６，７２５円

（参 考）

契約の相手方 滋賀県大津市におの浜一丁目 1番24号

しがクロス株式会社

代表取締役 荒 健
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議第100号

契約の変更につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

令和 4年 7 月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

契約の変更につき議決を求めることについて

令和 3年10月 8 日議決を得た大津能登川長浜線補助道路整備工事請負契約を次のとおり変更す

ることにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第 1 項第 5 号および滋賀県議会の議決

に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和39年滋賀県条例第11号）第 2 条

の規定に基づき、議決を求める。

変更前の契約額 １，７９１，２６４，２００円

変 更 増 額 ７６，５８５，３００円

変更後の契約額 １，８６７，８４９，５００円

（参 考）

契約の相手方 滋賀県甲賀市水口町水口6236番地

株式会社ピーエス三菱滋賀営業所

所長 柴 田 卓 也
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議第101号

契約の変更につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

令和 4年 7 月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

契約の変更につき議決を求めることについて

令和 4年 3 月18日議決を得た大津能登川長浜線補助道路整備工事請負契約を次のとおり変更す

ることにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第 1 項第 5 号および滋賀県議会の議決

に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和39年滋賀県条例第11号）第 2 条

の規定に基づき、議決を求める。

変更前の契約額 １，７５４，８３０，０００円

変 更 増 額 ８１，５９３，６００円

変更後の契約額 １，８３６，４２３，６００円

（参 考）

契約の相手方 滋賀県大津市大江二丁目33番 3 号

内田・アヤシロ建設工事共同企業体

代表者 株式会社内田組

代表取締役 内 田 美千男
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議第102号

契約の変更につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

令和 4年 7 月21日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

契約の変更につき議決を求めることについて

令和 3年 3 月19日議決を得た新庄寺（長浜）県営住宅建替事業契約を次のとおり変更すること

につき、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117

号）第12条の規定に基づき、議決を求める。

変更前の契約額 １，６０２，７００，０００円

変 更 増 額 ２７，６８７，０００円

変更後の契約額 １，６３０，３８７，０００円

（参 考）

契約の相手方 滋賀県長浜市八幡東町 428 番地の 1

材光・材信特定建設工事共同企業体

代表者 株式会社材光工務店

代表取締役 伊 藤 和 真

滋賀県長浜市神照町 696 番地の 5

株式会社豊建築設計事務所

代表取締役 村 田 寿 郎

滋賀県長浜市八幡中山町 535 番地の 6

滋賀不動産株式会社

代表取締役 伊 藤 和 真
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